
栗原市産業経済部田園観光課 

『栗原市経営力強化・省エネ設備等導入支援事業』 

申請の手引き 
 

栗原市では、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける市内観光事業者（宿泊施設・

飲食店等）の労働生産性を高める高付加価値化改修、観光DX推進、エネルギーコスト

を構造的に削減する省エネ設備導入に要する経費に対し、予算の範囲内において支援し

ます。 

◎この手引きは、支援金の交付を受けるための手続きの概要についてまとめたもので

すので、申請をする際の参考としてください。 

支 援 の 内 容 

 

 

募集期間:令和８年５月１日（金）～令和８年６月３０日(火) 

支援金額:交付対象経費の３分の２以内の額 

・一事業あたり 上限：１００万円 下限：１０万円 
※交付対象経費が１５万円に満たないときは申請できません。 

※千円未満切捨て 

  対象事業：・高付加価値化・食の多様性対応事業 

・経営力強化に向けた観光DX推進事業 

・施設の省エネ対策に資する設備・備品の購入・設置事業 

   目  次  

        １補助金交付までの手続き           ・・・Ｐ１ 

        ２交付対象者及び交付対象となる事業      ・・・Ｐ２～P３ 

        ３補助金申請における必要書類リスト      ・・・Ｐ４～Ｐ５ 

        ４その他                   ・・・Ｐ６ 

    

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
〒９８７－２２９３ 
栗原市築館薬師一丁目７番１号 
栗原市産業経済部田園観光課観光プロジェクト係 
電 話：０２２８－２２－１１５１ 
ＦＡＸ：０２２８－２５－４１８２ 
（受付時間 ８：３０～１７：１５ 土日祝日を除く） 
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１ 支援金交付までの手続き（流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支援金に関する問い合わせ 

支援金の活用を考えている場合は、田園観光課に

ご相談ください。 

 

 

■支援金交付申請 

 P4の必要書類を添付し申請してください。 

 ※市の交付決定前の設備導入等は支援の対象外と

なります。 

 

■書類の審査、交付決定 

 提出書類に不備がないか確認します。問題がなけ

れば概ね２週間以内に交付決定通知を送付します。 

 

 

■事業着手 

交付決定通知書の受理後、設備の導入等に着手で

きます。 

 

 

■実績報告書の提出 

事業完了３０日後、及び１２月１０日のいずれか

早い日までに P5 の必要書類を添付し申請してくだ

さい。 

 

 

■支援金の振込み 

提出書類に不備がないか確認します。問題がなけ

れば概ね２週間以内に指定口座へ支援金を振り込み

ます。 

支援事業活用検討 

（申請者） 

支援金交付申請 

（申請者⇒市） 

審査・交付決定 

（市⇒申請者） 

支援金交付 

（市⇒申請者） 

事業着手 

（申請者） 

実績報告 

（申請者⇒市） 
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２ 交付対象者及び交付対象となる事業 

交付対象者 

次の要件について、全てを満たす場合に、この補助金の申請を行うことができます。 

要   件 

（１）市内に以下の条件を満たす事業所を有していること。 

①旅館業法第３条第１項の規定する許可を受けた者 

②住宅宿泊事業法第３条第１項の規定に基づき届け出た者。 

③観光客の利用を念頭においた宿泊施設以外の施設事業者（観光客が食事、買物、散策、 

見物、鑑賞、体験、休憩等を行う中で利用する又は目に触れる施設全般が対象） 

（２）国及び宮城県が交付する支援金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。 

（３）市税等を滞納していないこと 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出が必要な事

業を行っていないこと 

（５）宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと 

（６）社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、 

ＮＰＯ法人でないこと 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴

力団又は暴力団員に該当しない事業者 

 

交付対象となる事業 

（１）高付加価値化・食の多様性対応事業 

交付対象経費 
〇客室等の高付加価値化改修、ユニバーサルデザイン化改修に要する経費 

のうち市長が適当と認めるもの 

支援金の額 

〇交付対象経費の３分の２以内の額 

・一事業あたり 上限：１００万円 下限：１０万円 

※交付対象経費が１５万円に満たないときは申請できません。 

対象事業 

〇宿泊施設の高付加価値化改修  

〇観光施設の改修  

 ※改修が対象となり、新築は対象外です。 

※単なる老朽修繕・補修は対象とせず、改修後、施設の収益力を向上させる

改修を指します。 
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対象事業の例 

〇複数の小規模客室を統合し、リビング・寝室を広く確保した仕様に変更 

〇風呂付き客室へのノベーション 

〇畳に布団というスタイルから、高品質なベッドを配した和洋室へ改装 

〇車椅子の回転半径を考慮した広いリビングスペースを確保 

〇玄関から客室までの段差を解消 

〇既存の飲食店に、開放的なウッドデッキを設置 

支援対象経費 〇改修工事費、設計費、付帯工事費等  

 

（２）経営力強化に向けた観光DX推進事業 

交付対象経費 
〇販路拡大・マーケティング強化、収益・生産性向上に資するデジタルツール

の導入に要する経費のうち市長が適当と認めるもの 

支援金の額 

〇交付対象経費の３分の２以内の額 

・一事業あたり 上限：１００万円 下限：１０万円 

※交付対象経費が１５万円に満たないときは申請できません。 

対象事業の例 

〇CRM（顧客管理システム） 

〇キャッシュレス決済端末 

〇宿泊予約システム 

〇多言語翻訳・情報発信ツール 

〇POSシステム 等 

支援対象経費 

〇設備・備品の購入・設置に要する経費 

 ※中古設備の購入費は対象外です。 

※リース料、クラウドサービスの利用料等のランニングコストは対象外です。 

 

（３）施設の省エネ対策に資する設備・備品の購入・設置事業 

交付対象経費 

〇既存設備の入れ替え、新たに設備導入することで省エネ対策、環境負荷低減

等に資する設備・備品の購入・設置に要する経費のうちうち市長が適当と認

めるもの 

支援金の額 

〇交付対象経費の３分の２以内の額 

・一事業あたり 上限：１００万円 下限：１０万円 

※交付対象経費が１５万円に満たないときは申請できません。 

対象事業の例 

〇省エネ型ボイラー・配管 

〇二重サッシ 

〇節水トイレ 

〇照明機器  

〇太陽光発電、蓄電設備 等 

支援対象経費 

〇設備・備品の購入・設置に要する経費 

 ※中古設備の購入費は対象外です。 

※躯体の新設工事は対象外です。 
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３ 補助金申請における必要書類リスト 

 

必要書類 

【交付申請時の提出書類】 

ﾁｪｯｸ 必 要 書 類 

□ 
○様式第１号 

『栗原市経営力強化・省エネ設備等導入支援金交付申請書』 

□ 
〇様式第２号 

『事業計画書』 

□ 

○様式第３号 

『収支予算書』、見積書等の写し等 

◆高付加価値化・食の多様性対応事業に必要な添付書類 

 ・改修内容がわかるレイアウト図（もしくは、基本設計図書） 

・工事内容の内訳ごとに金額が記された見積書（２社以上） 

 ・施工工程表 

◆経営力強化に向けた観光DX推進事業 

・導入設備等の内訳ごとに金額が記された見積書（２社以上） 

 ・ツールの概要、カタログ等 

◆施設の省エネ対策に資する設備・備品の購入・設置事業 

・導入設備等の内訳ごとに金額が記された見積書（２社以上） 

 ・省エネ効果の概要、カタログ等 

 

※見積書の作成にあたっては、以下について注意すること。 

・「一式」のようなまとめた表現を用いないこと。 

・１社からの見積もりとなる場合は、任意様式によりその理由書を提出すること。 

□ ○直近の確定申告書の写し 

□ 
○様式第４号 

『暴力団排除等に関する誓約書』 

□ ○登記簿謄本（法人の場合）、または住民票抄本（個人の場合） 

□ 

○納税証明書 

＜確認事項＞ 

・市税等の滞納が無いこと。 

※この他、必要に応じ資料の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。 
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【実績報告時の提出書類】 

ﾁｪｯｸ 必 要 書 類 

□ 
○様式第１１号 

『栗原市経営力強化・省エネ設備等導入支援金実績報告書』 

□ 
○様式第１２号 

『事業実績書』 

□ 
〇様式第１３号 

『収支精算書』 

□ 
○様式第１４号 

『取得財産等管理台帳』の写し 

□ ○契約書、納品書、請求書、領収書等の写し 

□ ○援金により導入した設備等の状況がわかる写真 

※この他、必要に応じ資料の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。 
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４ その他 

 

支援金交付申請の受付 

・申請受付期間中に産業経済部田園観光課で受け付けています。 

（受付時間 ８：３０～１７：１５ 土日祝日を除く） 

・申請書類を直接お持ちください（郵送での申請はできません。） 

・受付は先着順となっており、申請書類に不備があった場合や、添付書類が不足した場

合などは、申請を受理できません。 

・申請額が予算の総額に達した場合は、その時点で受付を終了します。受付件数は概ね 

２５件を予定しています。 

 

交付決定について 

・支援金の交付決定は、申請書類を審査の結果、要件を満たすものについて、交付決定

通知書により申請者へ通知いたします。 

 

支援金交付決定の取り消し・返還について 

・支援金の交付決定を受けた方が、偽りの申請を行っていたり、交付決定の内容に違反

した場合などは、補助金の交付を取り消すことがあります。 

・また、既に支援金が交付されているときには、返還を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


